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大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 ２３－２２ 勤労者・消費者関連事業 関 係 項 目  

調整の内容 
勤労者・消費者関連事業については、現行制度をもとに、新市において引き続き勤労者の支援及び消費者保護の観点から事業の  

推進に努める。 

 

現況 

 大平町 岩舟町 藤岡町 具体的な調整内容 

後継者育成奨

励金・町内就

職奨励金 

【目的】 

商工業及び農業等に後継者として従

事する者並びに新規に町内の民間事業

所に就職した者に対し、奨励金を支給

し、後継者の育成と雇用の確保を図り、

町内産業の振興に寄与することを目的

とする。 

 

【受給資格】 

これまでに 3年以上町内に住所を有

したことがあり、現に町内に住所を有

する者で今後 1年以上にわたって居住

する見込みのあるもので次に定めると

おりとする。 

 

(1) 後継者育成奨励金は、商工業及び

農業等の自営業並びに小規模企業

に専業として新規に従事した者で

満 45 歳以下の者とする。 

(2) 町内就職奨励金は、新規に町内の

民間事業所に就職した者で満 25 歳

以下の者とする。 

 

【支給額】 

(1)後継者育成奨励金 

100,000 円 

(2)町内就職奨励金 

30,000 円 

制度なし 制度なし 大平町の例により、合

併時までに調整し、新市

において制度を設ける。 

 



勤労者住宅資

金融資制度 

【目的】 

勤労者に対し、住宅の新築及び増改

築又は住宅及び住宅地（以下「土地」

という。）の取得に必要な資金（以下「住

宅資金」という。）を融資することによ

り、持家住宅の建設を促進し、もって

文化的な生活の安定を図り、勤労者の

福祉の向上に寄与することを目的とす

る。 

 

【資格】 

(1) 町内に 1年以上居住し、又は町内

の同一事業所に 3年以上勤務する

勤労者とする。 

(2) 年収に対する年間総返済額が

500 万円以下 25％以内、500 万円以

上 30％以内であるもの。この場合

において、申込人の属する世帯の収

入を加算することができる。 

 

【融資条件】 

(1)資金の使途 

町内に自ら居住するための住宅

の新築及び増改築又は住宅及び土

地の取得 

(2)融資限度額 

500 万円以内（一世帯一件） 

(3)融資利率 

金融機関と協議して定める。 

(4)融資期間 

10 年以内 

(5)償還方法 

元利均等月賦償還、ただし賞与を

併用することが出来る。 

(6)担保及び保証人 

金融機関の定めるところによる。

制度なし 制度なし 大平町の例により、合

併時までに調整し、新市

において制度を設ける。 

 



勤労青少年ホ

ーム 

【所在地】 

大平町大字蔵井 2002 番地 1 

 

【目的】 

中小企業に働く青少年の福祉と健

全な育成を図る。 

 

【事業】 

教養講座 

月曜料理   定員 20 名 

書  道     20 名 

茶  道     20 名 

英会話      15 名 

パソコン     15 名 

あみもの     20 名 

着付け      20 名 

テニス      15 名 

木曜料理     20 名 

エアロビクス   20 名 

フラワーアレンジ 20 名 

華  道     20 名 

趣味講座 

手芸・拳法・テニス 

該当なし 該当なし 現行どおり新市に引

き継ぐ。 

消費者関連事

業 

【消費者相談】 

・住民の生活安定のため、消費者  

トラブルに関する相談に応ずる。

・契約によるトラブルの相談 

・クーリングオフの指導 

・栃木県消費生活センターとの連携

 

【消費者団体】 

大平町消費生活リーダー会 

大平町消費者友の会 

【消費者相談】 

・住民の生活安定のため、消費者   

トラブルに関する相談に応ずる。 

・契約によるトラブルの相談 

・クーリングオフの指導 

・栃木県消費生活センターとの連携 

 

【消費者団体】 

現在団体はなし 

【消費者相談】 

・住民の生活安定のため、消費者   

トラブルに関する相談に応ずる。

・契約によるトラブルの相談 

・クーリングオフの指導 

・栃木県消費生活センターとの連携

 

【消費者団体】 

藤岡町消費生活友の会 

 新市において引き続

き事業の推進に努める。 

 

 


